
付 議 第 1 号 
 

県立中学校において使用する教科用図書の採択に関する議案 
 
 

 高知県教育委員会事務委任規則（平成４年高知県教育委員会規則第１号）第

２条第１３号に基づき、県立中学校において平成２２年度以降に使用する教科

用図書の採択について、議決を求めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高知県教育委員会事務委任規則 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

（１３）県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択を行うこと 

 
 



教科用図書採択一覧表（国語、社会地理的分野）

教科 種目 番号 発行者 書名
学校の希望

メモ欄
採択結果

中村 安芸 高知南 中村 安芸 高知南

国
語

国
語

2 東書 新編　新しい国語

11 学図 中学校国語

15 三省堂 現代の国語 ○

17 教出 伝え合う言葉　中学国語 ○ ○

38 光村 国語

書
写

2 東書 新編　新しい書写

11 学図 中学校書写 ○

15 三省堂 現代の書写

17 教出 中学書写

38 光村 中学書写 ○

116 日文 中学書写 ○

社
会

地
理
的
分
野

2 東書 新編　新しい社会　地理 ○

17 教出
中学社会　地理　地域に
まなぶ

○

46 帝国
社会科　中学生の地理
世界のなかの日本　初訂
版

○

116 日文 中学社会　地理的分野

116 日文
中学生の社会科　地理
世界と日本の国土

222 日新
わたしたちの中学社会
地理的分野



教科用図書採択一覧表（社会歴史的分野・公民的分野・地図）

教科 種目 番号 発行者 書名
学校の希望

メモ欄
採択結果

中村 安芸 高知南 中村 安芸 高知南

社
会

歴
史
的
分
野

2 東書 新編　新しい社会　歴史 ○ ○

17 教出
中学社会　歴史　未来を
みつめて

○

35 清水
新中学校　歴史　改訂版
日本の歴史と世界

46 帝国
社会科　中学生の歴史
日本の歩みと世界の動き
初訂版

116 日文 中学社会　歴史的分野

116 日分
中学生の社会科　歴史
日本の歩みと世界

215 扶桑社
中学社会　改訂版　新し
い歴史教科書

222 日新
わたしたちの中学社会
歴史的分野

225 自由社 新編　新しい歴史教科書

公
民
的
分
野

2 東書 新編　新しい社会　公民 ○ ○ ○

17 教出
中学社会　公民　ともに生
きる

35 清水
新中学校　公民　改訂版
日本の社会と世界

46 帝国
社会科　中学生の公民
地球市民をめざして　初
訂版

116 日文 中学社会　公民的分野

116 日分
中学生の社会科　公民
現代の社会

215 扶桑社
中学社会　新訂版　新し
い公民教科書

222 日新
わたしたちの中学社会
公民的分野

地
図

2 東書 新編　新しい社会科地図

46 帝国
新編　中学校社会科地図
新訂版

○ ○ ○



教科用図書採択一覧表（数学、理科）

教科 種目 番号 発行者 書名
学校の希望

メモ欄
採択結果

中村 安芸 高知南 中村 安芸 高知南

数
学

数
学

2 東書 新編　新しい数学 ○

4 大日本 新版　中学校数学

11 学図 中学校数学

17 教出 中学数学

61 啓林館 未来へひろがる　数学

61 啓林館 楽しさひろがる　数学 ○

116 日文 中学数学 ○

理
科

第
一
分
野

2 東書 新編　新しい科学　１分野 ○ ○

4 大日本
新版　中学校理科　１分
野

○

11 学図
中学校科学　１分野　物
質とエネルギー編

17 教出
理科１分野　実験から自
然のしくみを見つける

61 啓林館
未来へひろがるサイエン
ス　第１分野

第
二
分
野

2 東書 新編　新しい科学　２分野 ○ ○

4 大日本
新版　中学校理科　２分
野

○

11 学図
中学校科学　２分野　生
命と地球編

17 教出
理科２分野　観察から自
然のしくみを見つける

61 啓林館
未来へひろがるサイエン
ス　第２分野



教科用図書採択一覧表（音楽、美術、保健体育、技術・家庭、英語）

教科 種目 番号 発行者 書名
学校の希望

メモ欄
採択結果

中村 安芸 高知南 中村 安芸 高知南

音
楽

一
般

17 教出
中学音楽　音楽のおくりも
の

27 教芸 中学生の音楽 ○ ○ ○

器
楽
合
奏

17 教出
中学器楽　音楽のおくりも
の

27 教芸 中学生の器楽 ○ ○ ○

美
術

美
術

9 開隆堂 美術 ○

38 光村 美術

116 日文 美術 ○ ○

保
健
体
育

保
健
体
育

2 東書 新編　新しい保健体育

4 大日本 新版　中学校保健体育

224 学研 新・中学保健体育 ○ ○ ○

技
術
・
家
庭

技
術
分
野

2 東書
新編　新しい技術・家庭
技術分野

○

9 開隆堂 技術・家庭　技術分野 ○ ○

家
庭
分
野

2 東書
新編　新しい技術・家庭
家庭分野

○

9 開隆堂 技術・家庭　家庭分野 ○ ○

英
語

英
語

2 東書
NEW HORIZON English
Course

○

9 開隆堂
SUNSHINE ENGLISH
COURSE

○

11 学図 TOTAL ENGLISH

15 三省堂
NEW CROWN ENGLISH
SERIES New Edition

○

17 教出
ONE WORLD English
Course

38 光村
COLUMBUS 21 ENGLISH
COURSE





義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 

昭和三十八年十二月二十一日法律第百八十二号    （抜粋） 
        最終改正：平成一九年六月二七日法律第九六号 

第三章 採択 

 
（都道府県の教育委員会の任務） 

第十条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教

科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書

の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市（特別区を含む。以下同じ。）町村の

教育委員会及び義務教育諸学校（公立の義務教育諸学校を除く。）の校長の行う採択に関

する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならない。 
 
（教科用図書選定審議会） 

第十一条 都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうと

するときは、あらかじめ教科用図書選定審議会（以下「選定審議会」という。）の意見を

きかなければならない。 
２ 選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、都道府県に置く。 
３ 選定審議会は、二十人以内において条例で定める人数の委員で組織する。 

 
（採択地区） 

第十二条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市若しくは郡の区域

又はこれらの区域をあわせた地域に、教科用図書採択地区（以下この章において「採択

地区」という。）を設定しなければならない。 
２ 都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更しようとするときは、あらか

じめ市町村の教育委員会の意見をきかなければならない。 
３ 都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更したときは、すみやかにこれ

を告示するとともに、文部科学大臣にその旨を報告しなければならない。 
 
（教科用図書の採択） 

第十三条 都道府県内の義務教育諸学校（都道府県立の義務教育諸学校を除く。）において

使用する教科用図書の採択は、第十条の規定によって当該都道府県の教育委員会が行な

う指導、助言又は援助により、種目（教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。

以下同じ。）ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。 
２ 都道府県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、あらかじめ選定

審議会の意見をきいて、種目ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。 
 



３ 公立の中学校で学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した

教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程において使用する教科用図書につい

ては、市町村の教育委員会又は都道府県の教育委員会は、前二項の規定にかかわらず、

学校ごとに、種目ごとに一種の教科用図書の採択を行うものとする。 
４ 第一項の場合において、採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるとき

は、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書につい

ては、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書

を採択しなければならない。 
５ 前各項の採択は、教科書の発行に関する臨時措置法（昭和二十三年法律第百三十二号。

以下「臨時措置法」という。）第六条第一項の規定により文部科学大臣から送付される目

録に登載された教科用図書のうちから行わなければならない。ただし、学校教育法附則

第九条に規定する教科用図書については、この限りでない。 
 
（同一教科用図書を採択する期間） 

第十四条 義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところ

により、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとす

る。 
 
（政令への委任） 

第十七条 この章に規定するもののほか、選定審議会の所掌事務、組織及び運営並びに採

択地区の設定、採択の時期その他採択に関し必要な事項は、政令で定める。 
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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 

昭和三十九年二月三日政令第十四号         （抜粋） 
最終改正：平成一九年一二月一二日政令第三六三号 

（教科用図書選定審議会の設置期間） 

第八条 教科用図書選定審議会（以下「選定審議会」という。）を置く期間は、四月一日か

ら八月三十一日までとする。 
（選定審議会の所掌事務） 

第九条 選定審議会は、都道府県の教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議

し、及び必要と認めるときは、これらの事項について都道府県の教育委員会に建議する。 
一 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会及び義務教育諸学校（公立の義務

教育諸学校を除く。）の校長の行う教科用図書の採択に関する事務について都道府県の

教育委員会の行う採択基準の作成、選定に必要な資料の作成その他指導、助言又は援

助に関する重要事項 
二 都道府県の設置する義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関する事

項 
（選定審議会の委員） 

第十条 選定審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県の教育委員会が任命す

る。この場合において、第一号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、委員の定

数のおおむね三分の一になるようにしなければならない。 
一 義務教育諸学校の校長及び教員 
二 都道府県の教育委員会の事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を

有する職員並びに市町村の教育委員会の委員、教育長及び事務局に置かれる指導主事

その他学校教育に専門的知識を有する職員 
三 教育に関し学識経験を有する者 

２ 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、選定審議会の委員となることがで

きない。 
（教育委員会規則への委任） 

第十一条 前条に定めるもののほか、選定審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都

道府県の教育委員会規則で定める。 
（採択地区の設定の特例） 

第十二条 ＝省略＝ 
（採択の時期） 

第十三条 義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、当該教科用図書を使用

する年度の前年度の八月三十一日までに行わなければならない。 
２ 九月一日以後において新たに教科用図書を採択する必要が生じたときは、すみやかに

教科用図書の採択を行わなければならない。 



高知県教科用図書選定審議会の委員の定数等に関する条例 

昭和 39 年３月 28 日 
条例第 17 号 

高知県教科用図書選定審議会の委員の定数等に関する条例をここに公布する。 
高知県教科用図書選定審議会の委員の定数等に関する 条例 
 
（委員の定数） 
第１条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和 38 年法律第 182 号）

第 11 条第２項の規定による高知県教科用図書選定審議会（以下「審議会」という。）の委

員の定数は、20 人とする。 
 
（専門調査員） 
第２条 審議会に、教科用図書の採択に関する専門の事項を調査させるため、専門調査員

を置くことができる。 
付 則 
この条例は、昭和 39 年４月１日から施行する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



高知県教科用図書選定審議会規則        
昭和 39 年６月１日 

教育委員会規則第４号 

改正 昭和５２年３月２９日教育委員会規則第５号 

平成１５年７月８日教育委員会規則第５号 

高知県教科用図書選定審議会規則をここに公布する。 
高知県教科用図書選定審議会規則 
 
（設置） 
第１条 高知県教育委員会（以下「教育委員会」という。）の諮問に応じ、市町村教育委員

会等の行なう採択に関する事務についての指導助言に関する事項等について調査審議し、

及びこれらに関し建議するため、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭

和 38 年法律第 182 号）第 11 条第２項の規定に基づき、高知県教科用図書選定審議会（以

下「審議会」という。）を設置する。 
 
（委員） 
第２条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 
(１) 義務教育諸学校の校長及び教員 ７人 
(２) 県及び市町村の教育委員会の教育長及び事務局職員 ８人 
(３) 教育に関し学識経験を有する者 ５人 
 
（任期） 
第３条 委員の任期は、毎年４月１日から８月 31 日までとする。ただし、補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 
２ 委員の再任は、妨げない。 
 
（専門調査員） 
第４条 審議会に、教科用図書の採択に関する専門の事項を調査させるため、専門調査員

を置くものとする。 
２ 専門調査員は、教科用図書及び教科用図書以外の図書について専門の知識を有する者

及び関係行政機関の職員のうちから審議会の推薦に基づいて教育委員会が任命する。 
３ 専門調査員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、その職を失う。 
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（会長及び副会長） 
第５条 審議会に、会長及び副会長を各１名置き、委員の互選によってこれを定める。 
２ 会長は、会務を総理する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
 
（会議） 
第６条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 
２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができな

い。 
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 
 
（その他） 
第７条 この規則に定めるもののほか審議会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、

審議会が定める。 
 
付 則 
（施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行し、昭和 39 年４月１日から適用する。 
（他の規則の廃止） 
２ 高知県教育委員会教科用図書採択審議会規程（昭和 24 年高知県教育委員会規則第３号）

は、廃止する。 
附 則（昭和 52 年３月 29 日教育委員会規則第５号） 
この規則は、昭和 52 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 15 年７月８日教育委員会規則第５号） 
この規則は、公布の日から施行する。 

 



県立中学校において平成２２年度以降に使用する教科用図書

の採択について

１ 県立中学校における教科書採択の権限

○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）

（教育委員会の職務権限）

第２３条 教育委員会は，当該地方公共団体が処理する教育に関する事務

で，次に掲げるものを管理し，及び執行する。

六 教科書その他の教材の取扱に関すること。

， 。・都道府県立学校については 都道府県教育委員会が採択の権限を有する

２ 選定審議会の役割

○ 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（抜粋）

（教科用図書の採択）

第１３条

２ 都道府県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採

択は，あらかじめ選定審議会の意見をきいて，種目ごとに一種の

教科用図書について行うものとする。

・県教育委員会は，選定審議会に選定資料の作成について諮問し，答申さ

れた選定資料を教科用図書の採択の際の参考とする。

３ 併設型中高一貫校における教科書採択の特例

○ 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（抜粋）

（教科用図書の採択）

第１３条

３ 公立の中学校で学校教育法第７１条の規定により高等学校にお

ける教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前

期課程において使用する教科用図書については，市町村の教育委

員会又は都道府県の教育委員会は，前２項の規定にかかわらず，

学校ごとに，種目ごとに一種の教科用図書の採択を行うものとす

る。

・本県の県立中学校に関しては，採択地区などによることなく，学校ごと

に県教育委員会の責任と権限において採択することができる。



４ 県立中学校の教科書採択の年度スケジュール

平成１１年度 教科書編集

平成１２年度 教科書検定

・供給平成１３年度 教科書採択

平成１４年度 使用開始（平成１７年度まで使用）

平成１５年度 教科書編集

平成１６年度 教科書検定

・供給平成１７年度 教科書採択

平成１８年度 使用開始（平成２１年度まで使用予定）

平成１９年度 教科書編集

平成２０年度 教科書検定

・供給予定平成２１年度 教科書採択

平成２２年度 使用開始予定（平成２３年度まで使用予定）教科書検定

平成２３年度 教科書採択・供給（新学習指導要領に基づく）

平成２４年度 使用開始予定

５ 県立中学校教科書の採択の仕組み

諮問

高知県教育委員会 高知県教科用図書

⑥採択 選定審議会

答申

① ⑦

教 採

科 択

書 結

目 果

録 の

・ 通

選 知

定

資

料 ⑤

送 報

付 告

各県立中学校長

②設置(任命) ④報告

教科用図書調査委員会

③調査



平成２２年度使用中学校教科用図書採択に係る外部からの申入等（８／10現在）

番号 文書題名 発信者 発信日 あて名 着信日 趣旨・依頼事項等

1
2010年使用の中学校歴史教
科書採択に関する要望書

世界NGO歴史
フォーラム

6/10
教育長
委員長

同
歴史を歪曲した「自由社」及び「扶桑
社」の教科書を採択しないよう強く願
う。

2
歪曲された中学校の歴史教
科書の不採択に関する要望
書

興士団 7/9 委員長 同
歪曲された歴史教科書を採択しない
ように願います。

3
2010年使用の中学校歴史教
科書採択に関する要望書

平澤・愛媛市
民團體交流会

7/20 委員長 同

平和の視点に基づく公正な選択と、
歴史を歪曲した「自由社」及び「扶桑
社」の教科書を採択しないことを強く
お願いする。

4
2010年使用の中学校歴史教
科書の採択に関する要望書

アジアの平和
と歴史教育連
帯

7/21 委員長 同

平和の視点に基づく公正な選択と、
歴史を歪曲した「自由社」及び「扶桑
社」の教科書を採択しないことを強く
お願いする。

5
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